
共通仕様書 

 

この共通仕様書は、須坂市と自動販売機設置事業者（以下「設置事業者」という。）と

の間において、設置事業者募集に係る仕様及び条件等について統一的な解釈及び運用を図

るためのものである。なお、この共通仕様書のほか、別紙「物件別仕様書」にも従うもの

とする。 

 

１ 自動販売機の規格及び販売品目等の条件 

⑴ 規格 

① 貸付面積内に自動販売機・転倒防止器具・放熱余地・子メーター設置部分・使用

済容器回収ボックス等の設置にかかわるすべてが収まる大きさとすること。 

② キャッシュレス決済対応であることが望ましい。また、新旧500円硬貨及び新旧

1,000円紙幣が使用できること。 

⑵ 環境対策 

ピークシフト・ピークカット、省電力やノンフロン対応など、環境に十分配慮した

自動販売機とすること。 

⑶ デザイン等 

デザイン、外観色については設置場所への景観配慮に努めたものとすること。また、

須坂市が承認した場合を除き、自動販売機で販売する商品と関係のない広告等を表示

しないこと。自動販売機の外装が施設の内装や外観にそぐわない場合はその変更を求

めることがある。 

⑷ 販売品目 

① 販売品目は、別紙「物件別仕様書」に従うこと。 

② 同一フロアに複数台設置する際は、商品の陳列物がなるべく重複しないよう努め

ること。 

 

２ 設置及び管理運営について 

 ⑴ 設置の条件 

① 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認した上で、地震や悪戯によ

る転倒防止等の安全対策として、JIS 規格や業界自主基準等を遵守した措置を講じ

ること。 

② 設置事業者は自動販売機の設置にあたり、光熱水費を算定するための計測機器（子

メーター：計量法に基づく検定又は基準適合検査に合格したもので、有効期限内の

もの）を設置し、自動販売機の管理上必要となる光熱水費を負担すること。この場

合において、光熱水費を算定するための計測機器を、自らの負担で施設管理者の指

示に従い設置するとともに、計測した使用量を毎月、施設管理者に報告すること。

なお、設置事業者が電力会社等と直接契約してその料金を支払うことも可能である。

この場合、須坂市からは電気料金等の支払請求は行わない。 

③ 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他必要とされる一切の経



費については、設置事業者の負担とする。 

④ 動作確認など初期稼動に関する点検・テストは設置事業者が行うこと。 

⑵ 維持管理責任 

① 設置事業者は商品の補充、賞味期限の確認、売上金回収及び釣銭補充などの自動

販売機の維持管理を適切に行うものとする。 

② 食品衛生について、商品販売に必要な営業許可を受けるとともに、関係法令や業

界自主基準等を遵守し、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続

き等を行い、販売商品の衛生管理に万全を期すること。 

③ 使用済容器の回収ボックスは、容器の材質ごとに貸付面積を超えない範囲で設置

し、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることがないよう、設置場所周辺

の清掃等、適切な維持管理を行い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令

に基づいて適切に処理すること。 

④ 設置事業者は定期的に点検等保守業務を行い維持に努めるほか、設置する自動販

売機に故障時等の連絡先を明記し、故障、問い合わせ及び苦情等について、責任を

持って対応すること。 

⑤ 須坂市は、須坂市の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る

盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、

設置事業者は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧すること

とし、復旧にかかる費用は設置者が負担すること。 

⑥ 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、須坂市の責に帰さない事由

による場合は、設置者が補償すること。 

⑦ 設置事業者は、事故等により緊急の事態が発生したときは、その内容及び対策等

を速やかに須坂市に報告すること。 

 

⑶ その他 

① 設置事業者は、須坂市が売上げ状況等について報告や資料の提出を求めた場合は、

それらを拒否することはできない。 

② 設置事業者は貸付期間が終了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状

回復を行うこと。なお、原状回復に関する一切の費用は設置事業者の負担とする。 

③ 設置施設に係る工事や設備点検等、施設管理者の都合により、一定期間自動販売

機の利用が制限される場合がある。 


